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 北海道立札幌高等技術専門学院 

委託訓練の実施に係る企画提案書募集要領 

 

  離職者等の再就職を促進するための公共職業訓練（以下「委託訓練」という。）の実施に係る

企画提案書の募集については、この要領（以下「企画提案書募集要領」という。）に定めるとこ

ろによる。 

 

１ 委託訓練の目的及び内容 

（１）実施する全ての委託訓練コースにおいて、訓練受講者全員が、訓練修了後３か月以内に就

職することを目的とする。 

（２）民間教育訓練機関等（以下「事業者」という。）を活用した委託訓練の実施内容は、「北

海道立札幌高等技術専門学院委託訓練の実施に係る企画提案書作成のための指示書」（以下

「指示書」という。）で定めるとおりとする。 

 

２ 企画競争に参加できる事業者等の資格 

（１）次の要件をすべて満たしていること。 

ア 道内に本店又は事業所を有する法人（いわゆる「権利能力なき社団」等を含む。）、若

しくは道内に住所を有する個人であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日号外政令１６号）第１６７条の４の規定に該当 

する者でないこと。 

ウ 地方自治法施行令１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてい 

る者でないこと。 

エ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日局総第４６１ 

号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けた 

が、既にその停止期間を経過していること。 

オ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を除外されていな 

いこと。 

カ 暴力団関係事業者等でないこと。 

キ 道税及び消費税を滞納している者でないこと。 

ク 次に揚げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除 

く）。 

   ・健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

   ・厚生年金保険（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

   ・雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第 7条の規定による届出 

ケ 過去に委託訓練を受託した際に、偽りその他不正な行為を行ったこと、又は行おうとし

たことが明らかとなった者は、不正行為に係る処分を通知された日から５年を経過してい

ること。 

コ 過去に委託訓練を受託した際に、偽りその他不正な行為により就職支援経費の支給を受

けたこと又は受けようとしたことが明らかになったものは、不正行為に係る処分を通知さ

れた５年を経過していること。 
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３ 事業の実施に係る基本的な要件 

（１）事業を適切に運営できる組織体制、職員数を備えており、委託訓練を実施する上で必要と

なる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態であること。 具

体的には次の要件を全て満たしていること。 

  ア 訓練の実施に当たり、施設・設備及び訓練指導体制等の訓練全般に係る業務処理責任者

１名を訓練実施場所ごとに配置でき、また受講者（以下「訓練生」という。）からの問い

合わせ等に常時対応する窓口としての事務担当者を１名以上配置できる体制が講じられて

いること。 

  イ 教室の面積は、訓練生１人当たり１．６５㎡以上であり、事務室とは別にすること。 

  ウ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、次の要件を全て満

たしていること。 

   (ｱ) パソコンについては１人１台使用できること。 

   (ｲ) ソフトウェアは、使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。 

（２）過去１年間に当該訓練コースに類似する委託訓練の受託実績があること。又はそれと同等

の業務実績があること。 

（３）委託訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する指導員が、講座を適正に運

営するために十分確保されていること。具体的には、次の要件を全て満たしていること。 

  ア 指導員は、実技に当たっては、訓練生１５人までは１人以上、１５人を超えるときは２

人以上（助手を含む。）、学科にあっては、訓練生３０人に１人以上の配置を標準とする

こと。 

  イ 指導員は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法（昭和４４年７月１

８日法律第６４号）第３０条の２第２項の規定に該当する者であり、委託訓練の適切な指

導が可能であると認められる者（担当する科目の訓練内容に関する実務経験を５年以上有

する者、学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有す

ると判断される者等を含む。）であること。 

        特に、情報通信関連コースについては、当該コースの専門的な指導経験、ＩＴ機器導入

の支援の業務等、日常的にＩＴ機器の利用法等について、ユーザーに説明する業務に従事

した経験等が１年以上であるなど指導員として相応しい者であること。 

    また、企業実習においては、上記に定める者のほか、訓練内容について熟知しており、

かつ、適切に指導できる者についても指導員となれること。 

（４）北海道立札幌高等技術専門学院（以下「学院」という。）が実施する企画競争に係る説明

会に参加した者であること。 

（５）次のいずれの事項にも該当しない者であること。 

  ア 教材等の著作権法違反等、関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となった者

であって、当該事実が判明した日から２年を経過していない者。 

  イ 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、委託先機関とすることが相応しくないと

学院長が判断した者又は判断する者。 

  ウ その他委託訓練の委託先として明らかに適性を欠くと学院長が判断した者又は判断する

者。 

（６）委託訓練を実施するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利、利益を侵害す

ることがないような保護・管理を適正に行うことができる者であること。 

（７）緊急再就職訓練は、訓練生に対して就職支援を実施できる就職支援責任者を設置できる者

であること。 

（８）障害者委託訓練を除く訓練を受託する場合には、ジョブ・カードを活用したキャリア・コ

ンサルティング及び職業能力証明を実施するキャリアコンサルタント等の配置が完了してい
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る者又は当該配置が訓練の開始前までに確実に見込める者であること。 

（９）託児サービスを提供する訓練の場合は、次のいずれにも該当するものであること。 

  ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める次のいずれかの施設において、施設 

   内又は施設外において、訓練実施機関自らが又は委託により、託児サービスを実施する 

   こと。 

   (ｱ) 保育所（児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生労働省令第６３号）を満たしている 

    もの）（原則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る。） 

   (ｲ) 小規模保育事業施設（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚 

    生労働省令第６１号）を満たしているものであって、原則として小規模保育事業で行 

    われる一時預かり事業に限る。） 

   (ｳ) 家庭的保育事業施設（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしている 

    ものであって、原則として家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。） 

   (ｴ) 幼保連携型認定こども園（幼保連携型認定こども園の学級編成、職員、設備及び運営 

    に関する基準を満たしているものであって、原則として幼保連携型認定こども園で行 

    われる一時預かり事業に限る。） 

   (ｵ) 認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準（平成１３年３月２９日付け雇児発第 

    １７７号）を満たしているものに限る。） 

   (ｶ) 一時預かり事業を行う施設（児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）に 

    規定する基準を満たしているものに限る。） 

  イ 近隣の施設外託児サービスの場所は、訓練実施場所から通所可能な適切な距離にある 

こと、また、訓練実施場所の近隣において施設外託児サービスの提供ができない場合、訓

練実施場所には訓練生と施設外託児サービス提供機関との間で児童の引き渡しを行う場所

を設け、施設外託児サービス提供機関は送迎中の安全に配慮のうえ、その場所まで児童の

送迎を行う等、必要に応じて対応できること。 

  ウ 託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、損害保険、賠償責任保険等に加

入すること。（保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの） 

  エ 児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 

  オ ア～エのほか、北海道または市町村において、別途基準等を定めている場合は、これを 

   遵守すること。 

（10）平成２６年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、職業訓練サー

ビスの向上を目指す「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（平成２

３年度策定）を活用した「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」

が実施されていることから、一層の訓練の質の向上のため当該研修の受講状況も踏まえた選

定を行う。 

 

４ 手続等 

（１）担当部局 

   〒０６５－００２７ 札幌市東区北２７条東１６丁目１番１号 

   北海道立札幌高等技術専門学院 能力開発総合センター 

   ＴＥＬ：０１１－７８１－７１９２   ＦＡＸ：０１１－７８１－７１９４ 

   メールアドレス：sagisen.shomu2@pref.hokkaido.lg.jp 

（２）交付資料 

      ア 企画提案書募集要領 

      イ 指示書 

（３）資料の交付方法 

mailto:sagisen.center@pref.hokkaido.lg.jp
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北海道立札幌高等技術専門学院ホームページ（以下、「札幌高等技術専門学院ＨＰ」とい

う。）からのダウンロード 

      交付期間  令和５年１２月１２日（火）から令和６年１月１２日（金）まで 

      札幌高等技術専門学院ＨＰのＵＲＬ   

    http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sps/ 

（４）説明会の日時及び場所 

   日 時  令和５年１２月２５日（月） 午後１時３０分 

   場 所  札幌市東区北２７条東１６丁目１番１号 

           北海道立札幌高等技術専門学院 会議室 

          ＴＥＬ（０１１）７８１－７１９２ 

 

５ 企画提案書募集に関する問合せ 

（１）問合せ先 

４（１）に同じ 

（２）問合せ受付期間 

   令和５年１２月１２日（火）から令和６年１月１２日（金）まで 

（３）受付方法 

   ＦＡＸ又はメールによる。 

（４）回答方法 

   質問のあった企画競争説明会参加者等に対し、ＦＡＸ又はメールにより回答する。 

 

６ 企画提案書の提出書類、提出部数及び提出期限等 

（１）提出書類及び提出部数 

   企画提案書として提出が必要な書類の種類及び提出部数は、指示書の４のとおりとする。 

（２）提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和６年１月１２日（金）午後５時００分まで〔必着〕 

  イ 企画提案書の提出先 

    ４（１）に同じ 

  ウ 提出方法 

    直接提出（持参）を基本とするが、やむを得ず郵送する場合は、学院長あての簡易書 

   留郵便により発送すること。（提出期限までに必着のこと。） 

  エ 提出に当たっての留意事項 

    (ｱ) 指示書により企画提案書を作成・提出すること。 

    (ｲ) 複数の企画提案書を提出する場合は、真に実施可能な訓練コースの数を踏まえて行う 

    こと。 

    (ｳ) 企画提案書を直接提出する際の受付時間は、平日の午前９時００分から午後５時００

分までとする。（土・日・祝日を除く。） 

    (ｴ) 提出された企画提案書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うこと

はできない。また、返還も行わない。 

    (ｵ) 虚偽の記載をした企画提案書は、無効とする。 

    (ｶ) 参加資格を満たさない者が提出した企画提案書は、無効とする。 

   (ｷ) 上記（１）に示す全ての書類が提出されない場合は、審査の対象としない。 

   (ｸ) 企画提案書の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sps/
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７ 審査の実施 

（１）実態調査 

   提出された企画提案書の内容等を確認するため、下記（２）の審査を行う前に、「委託訓

練の実施に係る企画提案書審査委員会」（学院関係職員等により構成。以下「審査委員会」

という。）が実態調査を実施する。 

      ただし、過去に審査委員会が実態調査を実施し、学院が実態を把握している者については

この限りでない。 

（２）審査の方法 

   審査委員会が、提出された企画提案書の下記（３）の項目について審査を行い、最良の企

画提案書を提出した者（以下「特定者」という。）を決定する。 

（３）審査項目 

  ア 訓練内容等（指導体制、目標、創意工夫等） 

  イ 就職促進（就職支援体制、就職率、創意工夫等） 

    ウ その他 

(ｱ)  指導員の資格取得状況（当該コースに必要となる職業訓練指導員免許、技能士、関連 

    教諭免許） 

(ｲ)  公共職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定取得状況 

(ｳ)  託児コースのみ、託児施設の利便性（距離） 

（４）審査の実施 

   令和６年１月下旬（予定） 

（５）契約候補者の決定 

      学院長は、指名選考委員会を開催し、審査委員会から報告のあった特定者について審議し、 

   契約候補者を決定する。 

（６）選考結果の通知 

      学院長は、指名選考委員会が契約候補者を決定した場合は、企画提案書を提出した全ての 

  企画競争参加者に対し、選考結果について文書により通知する。 

      なお、選考結果は札幌高等技術専門学院ＨＰで公表する。 

 

８ 契約の締結 

  選考結果通知後、学院長は実施訓練コースに係る訓練生数が確定次第、契約候補者から経費

内訳が記載されている見積書を徴取し、記載された見積価格が予定価格の範囲内である場合に

は契約候補者と契約を締結する。 

  なお、契約候補者に選定された者は、特段の理由がない限り契約を辞退できない。 

 

９ その他 

  学院長は、提出された企画提案書について提出者に無断で使用しない。 

  企画提案書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 


